
解　題
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日
仏
担
保
法
セ
ミ
ナ
ー
「
担
保
法
の
改
正
（La réform

e du 
droit des sûretés

）」
が
、
二
〇
二
二
年
一
二
月
一
七
日
、
慶
應

義
塾
大
学
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
四
人
の
研

究
者
を
招
聘
し
て
、
開
催
さ
れ
た
。
セ
ミ
ナ
ー
は
、
総
論
を
扱
う
午

前
の
第
一
部
、
各
論
を
扱
う
午
後
の
第
二
部
の
二
部
構
成
で
行
わ
れ

た
。
当
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
お
よ
び
講
演
者
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る）

1
（

。

　

第
一
部 　

二
一
世
紀
に
お
け
る
担
保
法
の
展
開
（L’évolution 

du droit des sûretés au 21
èm

e siècle

）

　
　

一
、
フ
ラ
ン
ス
の
経
験
―
担
保
法
改
正
委
員
会
委
員
長
と
し
て

　
　
　
　
　
　

ミ 

シ
ェ
ル
・
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
（
パ
リ
・
パ
ン
テ
オ
ン

＝
ア
サ
ス
大
学
名
誉
教
授
、
ア
ン
リ
・
カ
ピ
タ
ン

協
会
名
誉
会
長
）

　
　

二
、
比
較
法
・
国
際
法
の
観
点
か
ら

　
　
　
　
　
　

マ 

リ
・
ゴ
レ
（
パ
リ
・
パ
ン
テ
オ
ン
＝
ア
サ
ス
大
学

教
授
、
パ
リ
比
較
法
協
会
会
長
）

　

第
二
部　

 

二
〇
二
一
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
る
動
産
債
権
担
保
法

片　
　

山　
　

直　
　

也

瀬 

戸 

口　
　

祐　
　

基

齋　
　

藤　
　

由　
　

起

日
仏
担
保
法
セ
ミ
ナ
ー
・
二
〇
二
一
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
る
動
産
債
権
担
保
法
改
正
の
動
向

解
題
―
―
二
〇
二
二
年
日
仏
担
保
法
セ
ミ
ナ
ー
の 

開
催
に
つ
い
て

資 料
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改
正
の
動
向
」（Les sorts des sûretés réelles 

m
obilières à l’issue de la réform

e de 2021

）

　
　

一
、
有
体
動
産
・
集
合
財
産
上
の
担
保

　
　
　
　
　
　

ジ 

ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ア
ン
ソ
ー
（
パ
リ
・
パ
ン
テ

オ
ン
＝
ア
サ
ス
大
学
教
授
）

　
　

二
、
債
権
や
通
貨
を
目
的
と
す
る
担
保

　
　
　
　
　
　

オ 
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
エ
ネ
ス
（
パ
リ
・
エ
ス
ト
＝
ク

レ
テ
イ
ユ
大
学
教
授
）

　

周
知
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
二
〇
〇
六
年
三
月
二
三
日
オ

ル
ド
ナ
ン
ス
第
三
四
六
号
に
よ
っ
て
、
民
法
典
に
新
た
に
第
四
編
担

保
編
を
創
設
す
る
と
い
う
大
改
正
が
な
さ
れ
た
が
、
一
五
年
を
経
て
、

そ
の
続
編
と
も
い
え
る
第
二
段
の
担
保
法
改
正
が
、
二
〇
二
一
年
九

月
一
五
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
一
一
九
二
号
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る）

2
（

。

今
回
の
日
仏
担
保
法
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
ま
ず
、
午
前
の
第
一
部
に
お

い
て
、
こ
の
二
度
に
亘
る
担
保
法
改
正
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
準
備

草
案
の
起
草
グ
ル
ー
プ
の
委
員
長
と
し
て
改
正
を
牽
引
し
て
き
た
ミ

シ
ェ
ル
・
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
（M

ichel Grim
aldi

）
氏
が
そ
の
意
義

を
語
り
、
併
せ
て
、
パ
リ
比
較
法
協
会
の
会
長
で
あ
る
マ
リ
・
ゴ
レ

（M
arie Goré

）
氏
が
、
比
較
法
・
国
際
法
の
観
点
か
ら
の
補
完
を

し
た
。
次
い
で
、
午
後
の
各
論
の
部
で
は
、
次
世
代
の
フ
ラ
ン
ス
民

法
学
界
を
代
表
す
る
二
人
の
気
鋭
の
担
保
法
研
究
者
、
ジ
ャ
ン
＝
ジ

ャ
ッ
ク
・
ア
ン
ソ
ー
（Jean-Jacques A

nsault

）
氏
と
オ
ー
ギ
ュ

ス
タ
ン
・
エ
ネ
ス
（A

ugustin A
ynès

）
氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
動
産

担
保
と
債
権
担
保
に
関
し
て
、
今
般
の
二
〇
二
一
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス

に
よ
る
重
要
な
改
正
点
の
解
説
を
行
っ
た
。

　

現
在
、
わ
が
国
の
法
制
審
議
会
担
保
法
制
部
会
に
お
い
て
、
動

産
・
債
権
担
保
の
法
改
正
が
大
詰
め
を
迎
え
て
い
る
こ
と
か
ら）

（
（

、
今

回
は
第
二
部
の
二
つ
の
講
演
の
み
を
切
り
離
し
て
、
そ
の
翻
訳
を
公

刊
す
る
こ
と
と
し
た
。
二
つ
の
講
演
録
が
、
立
法
の
前
後
を
通
し
て
、

日
仏
比
較
法
研
究
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

 

（
片
山
直
也
代
表
執
筆
）

（
1
）　

本
招
聘
は
、
当
初
、
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
に
お

け
る
授
業
科
目
で
あ
る
「
比
較
大
陸
法
特
別
講
義
」
の
枠
組
み
に
お

い
て
二
〇
二
〇
年
度
に
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
拡
大
に
よ
り
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
感
染

収
束
後
の
二
〇
二
二
年
に
授
業
科
目
と
は
切
り
離
し
て
、
研
究
者
・

実
務
家
を
対
象
と
し
た
「
日
仏
担
保
法
セ
ミ
ナ
ー
」
の
形
で
実
施
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
第
一
部
の
招
聘
は
、
科
学
研
究
費
基
盤
Ａ
「
高

齢
社
会
・
人
口
減
少
社
会
が
提
示
す
る
諸
問
題
へ
の
法
的
対
応
と

『
人
の
法
』・『
財
の
法
』
の
展
開
」（
二
〇
一
九
年
度
～
二
〇
二
三
年

度
）（
代
表
・
吉
田
克
己
）、
第
二
部
の
招
聘
は
、
小
泉
信
三
記
念
慶
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（

應
義
塾
学
事
振
興
基
金
（
二
〇
二
二
年
度
国
外
か
ら
の
招
聘
学
者
へ

の
謝
金
等
補
助
）
お
よ
び
科
学
研
究
費
基
盤
Ｃ
「
フ
ラ
ン
ス
法
を
起

点
と
し
た
包
括
担
保
法
制
の
比
較
研
究
（
ケ
ベ
ッ
ク
法
・
ベ
ル
ギ
ー

法
・
日
本
法
）」（
二
〇
一
九
年
度
～
二
〇
二
三
年
度
）（
代
表
・
片

山
直
也
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
本
セ
ミ
ナ
ー
の
準
備
お
よ
び
実
施

に
向
け
た
作
業
グ
ル
ー
プ
が
、
片
山
（
当
時
、
慶
應
義
塾
大
学
教

授
）、
荻
野
奈
緒
氏
（
同
志
社
大
学
教
授
）、
瀬
戸
口
（
神
戸
大
学
准

教
授
）、
齋
藤
（
北
海
道
大
学
教
授
）
の
四
人
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ

た
。
作
業
グ
ル
ー
プ
で
は
、
四
人
が
そ
れ
ぞ
れ
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
氏
、

ゴ
レ
氏
、
ア
ン
ソ
ー
氏
、
エ
ネ
ス
氏
の
報
告
原
稿
の
翻
訳
を
担
当
し
、

相
互
チ
ェ
ッ
ク
を
繰
り
返
し
行
っ
た
。
当
日
の
司
会
に
つ
い
て
は
、

「
比
較
大
陸
法
特
別
講
義
」
の
担
当
予
定
者
で
あ
っ
た
金
山
直
樹
氏

（
慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授
）
お
よ
び
須
田
洋
平
氏
（
弁
護
士
）
に

そ
れ
ぞ
れ
第
一
部
、
第
二
部
の
司
会
進
行
を
お
願
い
し
た
。
質
疑
応

答
の
通
訳
は
、
第
一
部
を
荻
野
氏
が
、
第
二
部
を
瀬
戸
口
お
よ
び
齋

藤
が
担
当
し
た
。

（
2
）　

フ
ラ
ン
ス
の
担
保
法
制
に
関
し
て
は
、
近
時
の
法
改
正
の
動
向

を
紹
介
・
分
析
す
る
邦
文
の
論
稿
と
し
て
、
瀬
戸
口
祐
基
「
第
一
部　

フ
ラ
ン
ス
法
」
商
事
法
務
編
『
動
産
・
債
権
を
中
心
と
し
た
担
保
法

制
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
〔
付
・
各
国
の
動
産
・
債
権
を
中
心
と

し
た
担
保
法
制
に
関
す
る
調
査
研
究
業
務
報
告
書
〕』（
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ

一
七
七
号
、
二
〇
二
一
年
）
一
九
五
頁
以
下
、
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ

ク
・
ア
ン
ソ
ー
（
片
山
直
也
＝
齋
藤
由
起
訳
）「
二
〇
一
七
年
フ
ラ

ン
ス
担
保
法
改
正
準
備
草
案
に
関
す
る
一
考
察
」
法
学
研
究
九
三
巻

八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
八
五
頁
以
下
、
片
山
直
也
＝
齋
藤
由
起

（
訳
）「
二
〇
一
七
年
フ
ラ
ン
ス
担
保
法
改
正
準
備
草
案
―
ア
ン
リ
・

カ
ピ
タ
ン
協
会
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
委
員
会
に
よ
る
条
文
案
お
よ
び
そ
の

解
説
―
」
法
学
研
究
九
四
巻
六
号
（
二
〇
二
一
年
）
六
七
頁
以
下
、

片
山
直
也
「
動
産
・
債
権
担
保
法
制
を
め
ぐ
る
二
元
的
構
成
の
新
た

な
二
つ
の
動
向
―
フ
ラ
ン
ス
法
を
起
点
と
し
た
ベ
ル
ギ
ー
法
・
ケ
ベ

ッ
ク
法
の
比
較
研
究
の
試
み
―
」
法
学
研
究
九
四
巻
一
一
号
（
二
〇

二
一
年
）
一
頁
以
下
（
同
『
財
産
の
集
合
的
把
握
と
詐
害
行
為
取
消

権
（
詐
害
行
為
の
基
礎
理
論
第
二
巻
）』（
二
〇
二
四
年
）
所
収
一
三

九
頁
以
下
）、
片
山
直
也
＝
齋
藤
由
起
（
訳
）「
二
〇
二
一
年
フ
ラ
ン

ス
担
保
法
改
正
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
る
民
法
典
の
改
正
―
人
的
担
保

お
よ
び
物
的
担
保
（
動
産
担
保
）
に
関
す
る
条
文
の
翻
訳
な
ら
び
に

共
和
国
大
統
領
に
対
す
る
報
告
書
に
よ
る
解
説
―
」
法
学
研
究
九
五

巻
一
一
号
（
二
〇
二
二
年
）
六
五
頁
以
下
、
白
石
大
「
再
改
正
さ
れ

た
担
保
法
の
概
要
（
海
外
金
融
法
の
動
向
・
フ
ラ
ン
ス
）」
金
融
法

研
究
三
八
号
（
二
〇
二
二
年
）
一
三
七
頁
以
下
、
齋
藤
由
起
「
フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
債
権
担
保
法
制
の
現
在
地
」
松
久
三
四
彦
先
生
古
稀

記
念
『
時
効
・
民
事
法
制
度
の
新
展
開
』（
信
山
社
、
二
〇
二
二
年
）

六
一
一
頁
以
下
、
直
井
義
典
「
債
権
質
規
定
の
存
在
意
義
」
筑
波
ロ

ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
二
号
（
二
〇
二
二
年
）
二
三
頁
以
下
、
同
「
質

権
に
お
け
る
占
有
概
念
の
日
仏
比
較
―
自
動
車
に
対
す
る
担
保
に
示

唆
を
得
て
」
筑
波
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
四
号
（
二
〇
二
三
年
）
一
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頁
以
下
、
柴
崎
暁
「『
金
銭
質
』
の
法
典
化
と
客
体
と
し
て
の
預
金

通
貨
―
二
〇
二
一
年
改
正
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
二
三
七
四
条
な
い
し

第
二
三
七
四
―
六
条
に
つ
い
て
―
」
比
較
法
学
五
六
巻
三
号
（
二
〇

二
三
年
）
七
九
頁
以
下
、
片
山
直
也
＝
齋
藤
由
起
「
二
〇
二
一
年
フ

ラ
ン
ス
担
保
法
改
正
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
概
要
―
動
産
・
債
権
担
保
を

中
心
に
」
日
仏
法
学
三
二
号
（
二
〇
二
三
年
）
六
七
頁
以
下
、
片
山

直
也
「
動
産
債
権
担
保
に
お
け
る
『
占
有
』
と
『
支
配
』」
武
蔵
野

法
学
二
〇
号
（
二
〇
二
四
年
）
四
七
四
（
二
〇
一
）
頁
以
下
、
片
山

直
也
＝
齋
藤
由
起
＝
瀬
戸
口
祐
基
＝
シ
ャ
ル
ル
・
ジ
ズ
ベ
ー
ル
＝
ミ

シ
ェ
ル
・
グ
レ
ゴ
ワ
ー
ル
＝
ハ
ネ
ス
・
ヴ
ェ
ス
テ
ン
ド
ル
フ
「
第
四

編
・
フ
ラ
ン
ス
語
圏
部
会
編
」
青
木
則
幸
＝
片
山
直
也
＝
水
津
太
郎

＝
道
垣
内
弘
人
［
編
］『
動
産
債
権
担
保
法
制
の
国
際
的
位
相
―
担

保
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
中
間
試
案
の
検
討
』（
成
文
堂
、
二
〇

二
四
年
）
一
七
三
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
（
）　

脱
稿
時
に
、
法
制
審
議
会
担
保
法
制
部
会
第
四
五
回
会
議
（
令

和
六
年
二
月
一
三
日
開
催
）
を
確
認
し
て
い
る
。


